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Ａ.研究目的 

１．背景 

 総務省統計局が平成 30（2018）年９月 15日

現在の、我が国の高齢化率を 28.1％（女性

31.0％、男性 25.1％）と発表した。２位のイタ

リアに大差をつけて世界１位の高齢化率であ

る１）。近年、障害者においても高齢化が問題視

されるようになってきた。障害関係団体連絡協

議会が平成 27（2015）年に出した「障害者の高

齢化に関する課題検討報告」をみると、障害者

の高齢化に関する現状として、高齢化が顕著に

進んでいる状況を示している２）。また、障害者

の高齢化に伴い、当事者が 50 歳になると親が

80歳となる 80・50問題が顕著化し始め、住ま

いを中心とした障害福祉サービスの見直しが

求められてきた。 

 

厚生労働省は、障害者の重度化・高齢化を見

据え、障害福祉サービスにおいて外部サービス

利用型、介護サービス包括型の２類型だった共

同生活援助（以下、グループホーム）に、平成

30（2018）年度より、新類型として日中サービ

ス支援型共同生活援助（以下、日中サービス支

援型）を創設した。この日中サービス支援型は、

重度化・高齢化の障害者に対して常時の支援体

制を確保することを基本としている３）。 

 

２．先行研究 

 古屋ら（2018）が行った「グループホームに

おける利用者の退所の実態に関する調査」では、 

平成 29（2017）年８月１日現在のグループホー

ム全体（介護サービス包括型グループホームお

よび外部サービス利用型グループホームの２
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の事業所の運営状況、利用者像等の実態を把握したうえで、主に高齢・重度の利用者を多く支援する事

業所の課題等を抽出し、次期報酬改定の見直しのための基礎資料とすることを目的とした。方法として

以下の３つの調査を実施した。①事業所数の把握では、都道府県、指定都市、中核市へのアンケート調

査、②事業所および利用者の実態では、指定を受けている事業所へのアンケート調査、③事業所の課題

等では、高齢・重度の利用者比率が高い事業所へのヒアリング調査を実施した。この結果、令和元年８

月１日現在での指定事業所数は 104 事業所であった。事業所の実態では、高齢者よりも重度障害者の多

い事業所が多く、今後の高齢化に備えているケースがみられた。考察として、医療連携、日中活動のプ

ログラム化の必要性が課題として示された。今後、抽出された課題について、地域での状況を考慮し

ながら早急に整備し、この制度を必要とする多くの高齢・重度障害者を受け入れることが望まれ

る。 
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類型）の利用者の実態が調査されており、年齢

では 40歳代が 24.7％で最も多く、障害支援区

分では区分３が 23.1％で最も多いことが明ら

かにされた。また、現状のグループホームでは、

障害支援区分５・６の重度障害者の利用者が増

加しており、身体的・医療的な支援が必要にな

ると、現状の枠組みでは、退所せざるを得ない

利用者が一定数ある実態が示された４）。 

 また、古屋ら（2019）が行った「日中サービ

ス支援型共同生活援助事業の実施に向けたグ

ループホームの実態調査」では、平成 30（2018）

年８月１日現在のグループホーム全体（介護サ

ービス包括型、外部サービス支援型および日中

サービス支援型の３類型）のなかで、日中サー

ビス支援型の主な加算の項目で対象となる利

用者の実態が調査されており、重度障害者支援

加算、日中支援加算Ⅰ、強度行動障害者地域移

行特別加算、精神障害者地域移行特別加算、以

上４項目の対象者が 22.6％と利用者全体の約

１/４と一定数いることが示された５）。 

これらの先行研究では、従来の類型を含めた

グループホーム全体での調査が行われたが、日

中サービス支援型の指定を受けている事業所

の実数および実態調査は、まだ行われていない

のが現状である。 

 

３．目的 

本研究は、日中サービス支援型が創設され、

１年４カ月が経過した令和元（2019）年８月１

日現在で、指定を受けている事業所数を把握す

るとともに、その事業所を対象に、運営状況、

利用者像等の把握をしたうえで、今後の課題等

を抽出し、次期報酬改定に向けての基礎資料と

することを目的とする。 

 

Ｂ．研究の方法 

本研究では、以下の３つの調査を実施した。

１．指定事業所数の把握のための調査 

■調査対象：都道府県、指定都市、中核市（指

定権限のある 125自治体） 

■調査方法：アンケート調査 

■調査内容：①指定を受けている事業所名、②

管理者名、③郵便番号、④住所、⑤電話番号、

⑥E-mailアドレス等 

 

２．事業所の運営状況および利用者の実態把握

のための調査 

■調査対象：指定を受けている事業所 

■調査方法：アンケート調査 

■調査内容：《グループホームの状況》①事業

所の基本情報、②指定の経緯、③運営実施状況、

④定員数、利用者数、人員配置基準、⑤職員体

制と職員の保持資格、⑥重度対応の施設設備、

⑦夜勤職員加配加算、看護職員配置加算、精神

障害者地域移行加算、強度行動障害者地域移行

特別加算等の取得状況、⑧新類型の良い点、改

善したい点、⑨自立支援協議会等への報告等の

方法 

《利用者の実態（個票）》 ①基本情報（年代、

男女、障害支援区分、取得手帳、状態像、福祉

機器の利用、利用期間等）、②サービスを利用

する理由、③利用（現在）までの住居の変遷、

④グループホームでの日中サービス利用の有

無、⑤外部の日中サービス利用の有無、⑥個人

対応ヘルパー利用の有無、⑦医療機関との関わ

りの有無（訪問看護等） 

 

３．今後の課題を抽出するための調査 

■調査対象：２の調査結果より、高齢・重度の

利用者が多い事業所のうち、調査協力の承諾が

得られた事業所 

■調査方法：ヒアリング調査（インタビューガ

イドを用いた訪問および電話・メールによる聞

き取り調査） 

■調査内容：①日中サービス支援型の指定の経

緯、②周辺地域での高齢・重度対応の障害福祉

サービスの状況と、日中サービス支援型への期

待・ニーズ、③日中サービス支援型に移行する

にあたって本人の意思決定の実際、④現在利用

している高齢・重度の利用者の今後（３年後・

５年後）の見通しと課題、⑤開設前の運営の見

通しと開設後の実際との相違点（収支状況含

む）、⑥福祉人材確保の状況、⑦医療連携の現

状と課題、⑧今後の運営の見通し（拡充してい

けるか等）、⑨日中サービス支援型の使い勝手

の良い点、悪い点、⑩市町村協議会等への報告
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状況、⑪日中サービス支援型の基準・報酬等に

関する意見 など 

 

なお、調査の手続きについては、国立のぞみ

の園調査研究倫理審査委員会で承認を得て実

施した。 

 

Ｃ．調査結果 

１．事業所数の把握 

指定権限のある 125 自治体へのアンケート

調査（悉皆調査）を実施した。その結果、125

の自治体より回答があり（回収率 100％）、令

和元（2019）年８月１日現在で、日中サービス

支援型の指定を取得している 104 事業所の名

簿を回収した。内訳をみると、都道府県で 75

事業所、指定都市で 17事業所、中核市で 12事

業所であった。 

 

２．事業所の運営状況および利用者の実態 

 都道府県、指定都市、中核市へのアンケート

調査の結果で得られた、日中サービス支援型

の指定を受けている 104 事業所へのアンケー

ト調査（悉皆調査）を実施した。その結果、56

事業所より回答があり（回収率 53.8％）、対象

期間外の４事業所を除く 52事業所を有効回答

とした。この 52 事業所全体での定員数は 653

人、利用者数は 579人（88.7％）であった。 

 

１） 事業所の運営状況（n＝52） 

①指定を受けて運営する法人の法人格 

社会福祉法人が 35事業所（67.3％）と最も

多く、次いで株式会社・有限会社が７事業所

（13.5％）、特定非営利活動法人が５事業所

（9.6％）であった。 

②指定の経緯 

「介護サービス包括型グループホームから

の類型替え」が 26事業所（50.0％）と最も多

く、次いで「新規に取得」が 22事業所（42.3％）、

「外部サービス利用型グループホームからの

類型替え」が３事業所（5.8％）であった。 

③共同生活住居数と建物数 

共同生活住居数は平均で 2.8 住居、定員数

は平均で 12.6 人、利用者数は平均で 11.1 人

であった。建物数は１棟が 37事業所（71.2％）

と最も多く、次いで２棟が 13事業所（25.0％）

であった。 

④職員・管理者・サービス管理責任者・世話人・

生活支援員の実数 

職員の実数は平均で常勤が 8.3 人、非常勤

が 6.5 人であった。管理者は兼務・常勤が 49

人（92.5％）、サービス管理責任者も兼務・常

勤が 42人（72.4％）と最も多かった。世話人

は専従・非常勤が 181人（42.7％）、生活支援

員は兼務・常勤が 150人（44.4％）と最も多か

った。 

⑤算定している加算 

日中サービス支援型共同生活援助サービス

費では「世話人の配置が３：１以上」が 29事

業所（55.8％）と最も多く、次いで「４：１以

上」が 13事業所（25.0％）、「５：１以上」が

10 事業所（19.2％）であった。その他の算定

している加算を見ると、福祉専門職員配置加

算（Ⅰ）および帰宅時支援加算が各 21事業所

（11.7％）と最も多く、次いで夜勤職員加配加

算、重度障害者支援加算が各 17事業所（9.4％）、

入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加

算が各 16事業所（8.9％）であった。 

⑥職員の保有資格等 

職員の保有資格は介護福祉士が 181 人

（36.1％）と最も多く、次いで資格無しが 103

人（20.5％）、ホームヘルパーが 101人（20.1％）

であった。また、職員の研修修了者をみると、

強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）が

64 人（33.5％）と最も多く、次いで強度行動

障害支援者養成研修（基礎のみ）が 60 人

（31.4％）、行動援護従事者養成研修 37 人

（19.4％）であった。 

⑦協議会等に対する報告 

提出先では市区町村の協議会が 23 事業所

（44.2％）、報告頻度では年に１回が 36 事業

所（69.2％）、報告方法では会議での報告が 26

事業所（50.0％）との回答が最も多かった。 

⑧短期入所の現状 

 短期入所の定員数は２人が 22事業所（42.3%）

と最も多く、次いで 1 人が 13 事業所(25.0%)

であった。 指定の形態では併設型が 46 事業
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所（88.5%）と最も多かった。令和元年７月１

か月間の延べ利用日数は０日が 19事業所、実

利用者数は０人が 19 事業所と最も多かった。 

 

２） 利用者の実態（n＝579） 

①性別、年齢 

性別では男性が 317人（54.7％）、女性が 262

人（45.3％）であった。年齢は、50代が 143人

（24.7％）と最も多く、次いで 60代が 120人

（20.7％）、40代が 119人（20.6％）であった。 

②障害支援区分と要介護認定 

区分５が 144人（24.9％）と最も多く、次い

で区分６が 125人（21.6％）、区分３が 118人

（20.4％）であった。要介護認定は、「認定を

受けていない」が 394人（68.0％）と最も多く、

次いで非該当が 148人（25.6％）であった。 

③主たる障害 

知的障害が 356人（61.5％）と最も多く、次

いで精神障害が 126人（21.8％）、身体障害が

66人（11.4％）であった。また、強度行動障害

の有無をみると、無しが 507人（87.6％）、有

りが 72人（12.4％）であった。 

④利用直前の住居 

「居住していたグループホームが日中サー

ビス支援型に変わった」が 191人（33.0％）と

最も多く、次いで「自宅（家族同居）」が 157人

（27.1％）、障害者支援施設が 73人（12.6％）

であった。 

⑤日中サービスの状況 

日中をグループホームで過ごした場合の単

位数を算定した日数では 10 日未満が 375 人

（64.8％）、日中をグループホーム以外で過ご

した場合の単位数を算定した日数では、20 日

以上が 378人（65.3％）であった。グループホ

ーム以外で利用する日中サービスは、生活介

護が 356人（60.1％）と最も多く、次いで就労

継続支援 B型が 109人（18.4％）であった。 

⑥ホームヘルパー利用、医療的ケアの有無 

個人単位でのホームヘルパー利用では、利

用無しが 544人（94.0％）、必要な医療的ケア

では、無しが 563人（97.2％）であった。 

 

３）利用者の高齢・重度化の実態 

①高齢の利用者数と利用者のいる事業所数 

60歳以上は 165人（28.5％）で、60歳以上

の利用者が一人以上いる事業所は 38（73.1％）、

60歳以上の利用者が半数以上いる事業所は 14

（26.9％）であった（図１参照）。 

 
図１ 60 歳以上の利用者がいる事業所 

 

②重度障害者の利用者数と利用者のいる事業

所数 

障害支援区分が５および６の利用者は 269

人（46.5％）で、区分５および６の利用者が一

人以上いる事業所は 43（82.7％）、区分５およ

び６の利用者が半数以上いる事業所は 28

（53.8％）であった（図２参照）。 

 
図２ 障害支援区分５および６の利用者がいる事業所 

 

③強度行動障害を有する利用者数と利用者の

いる事業所数 

強度行動障害を有する利用者は 72 人

（12.4％）で、強度行動障害を有する利用者が

一人以上いる事業所は 20（38.5％）、強度行動

障害を有する利用者が半数以上いる事業所は

４（7.7％）であった（図３参照）。 

 
図３ 強度行動障害を有する利用者がいる事業所 
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④60 歳以上で且つ障害支援区分が５および６

の利用者数と利用者のいる事業所数 

日中サービス支援型の利用者全体で、60 歳

以上で且つ障害支援区分が５および６の利用

者をクロス集計してみると、利用者数は 70 人

（12.1％）で、利用者が一人以上いる事業所は

26（50.0％）、利用者が半数以上いる事業所は

５（9.6％）であった（図４参照）。 

 

図４ 60歳以上で区分５および６の利用者がいる事業所 

 

４）利用者の実態を先行研究のデータと比較 

 今回の調査で得られた、日中サービス支援型

の利用者のうち、60歳以上の高齢者、障害支援

区分５および６の利用者、要介護者、強度行動

障害を有する利用者、個人単位でのホームヘル

パー利用者、グループホーム以外の日中サービ

スの利用がない利用者、要医療的ケア者の７項

目の構成比について、これまでの先行研究で得

られたグループホーム全体での利用者の構成

比と比較した。 

 その結果、60 歳以上の高齢者では、平成 29

（2017）年の調査では 23.2％だったが、今回の

調査では 28.5％であったった。障害支援区分

５および６の利用者では、平成 29（2017）年の

調査では 19.5％だったが、今回の調査では

46.5％であった。要介護者については、平成 30

（2018）年の調査では 1.9％だったが、今回の

調査では 4.3％であった。強度行動障害を有す

る利用者では、平成 30（2018）年の調査では

3.2％だったが、今回の調査では 12.4％であっ

た。個人単位でのホームヘルパー利用者は、平

成 30（2018）年の調査では 12.9％だったが、

今回の調査では 6.0％であった。グループホー

ム以外の日中サービスの利用がない利用者で

は平成 30（2018）年の調査では、日中支援加算

ⅠおよびⅡの対象者が 8.8％だったが、今回の

調査ではグループホーム以外の日中サービス

の利用がない利用者 14.5％であった。要医療

的ケア者では、平成 30（2018）年の調査では

5.7％だったが、今回の調査では 1.9％であっ

た。 

 

３．日中サービス支援型の現状と課題 

 日中サービス支援型の指定を受けている

104事業所へのアンケート調査の結果より、利

用者数が 10 人以上で、高齢の利用者数、重度

障害者の比率が多い事業所且つ、アンケート調

査内において調査協力の可否の項目で、可と回

答した事業所をヒアリング調査の対象とした。

その結果、日程調整ができた５事業所にヒアリ

ング調査を実施した（表１参照）。 

①指定取得の経緯 

 指定取得の経緯では、「入居希望者が多いた

め」、「10 名以上の新規グループホームは日中

サービス支援型しか選べなかった」などの定員

増加の理由と、「重度高齢化に対応するため」、

「日中活動事業所に通所できない方が多くな

った」、「高齢の知的障害者が多数入居」、「日中

支援を行ってきた」など、利用者の状態像の理

由が挙げられた。 

②周辺地域での高齢・重度対応の障害福祉サー

ビスの状況および期待やニーズ 

 地域での状況および期待・ニーズでは、「利

用者の希望が高い」、「このようなグループホー

ムが出来ることを望んでいる」、「保護者の高齢

化」、「親亡き後を考え」、「地域には高齢・重度

の方が多い入所施設がある」などが挙げられた。 

③移行するにあたって本人の意思決定の実際 

移行に当たっての意思決定では、「利用者に

よっては日中サービス支援型を理解していな

いかもしれないが、仲間と暮らすことは同意し

ている」、「体験して頂き本人の意向を聞いて判

断はしているが、重度の方の場合は非常に本人

の意思が曖昧である」、「本人の意向が取れない

場合、ご家族の方の同意をお願いした」などが

挙げられた。 

④現在利用している高齢・重度の利用者の今後

（３年後・５年後）の見通しと課題 

 今後の見通しでは、「医療的ケアを必要とす
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る障害者や高齢者への支援が今後の大きな課

題」、「看護師の配置や医療との連携を確保し深

めていくことが課題」、「医療的なこと・介護的

なことで対応が難しくなる」、「看取りが実施で

きる体制の構築（看護師配置や職員の意識改革

など）が必要」、「今後、グループホームで日中

を過ごす利用者が増えることを考えると、人員

の配置と、プログラムの準備が課題」などが挙

げられた。 

⑤開設前の運営の見通しと開設後の実際との

相違点（収支状況含む） 

 開設後の実際と相違点では、「基本報酬の低

さもあるが、見通しよりも帰省者が多く、日割

りが影響」、「現在は高齢化の直前状態」、「夜間

支援等体制加算が算定できない」、「３：１の世

話人配置ができていない」などが挙げられた。 

⑥福祉人材確保の状況 

 福祉人材の確保では、「未経験、無資格の中

途採用者が多くなってしまい専門性が保たれ

ない」、「採用しても定着しないケースも目立

つ」、「国際事業部を設け、外国人を安定して確

保できるよう海外事業を展開」、「シニア世代の

スタッフが多くなり、通勤等が危険である」、

「夜間専従はアルバイトが多く任せきれない」、

「求人を出しているがなかなか応募がない」な

どが挙げられた。 

⑦医療連携の現状と課題 

 医療連携の現状と課題では、「法人内に医療

を行える事業がない」、「医療的ケアを必要とす

る利用者への支援の不安」、「支援員・世話人が

外部の医療機関に通院引率を行なっている状

況」、「一般の社会福祉法人では看護師の確保は

困難である」、「主治医との緊急連絡などが難し

い」などが挙げられた。 

⑧今後の運営の見通し（拡充していけるか等） 

 運営の見通しでは、「現状のまま運営できる

ことはこの一年で予測できた」、「地域生活支援

拠点をイメージして、運営出来ればと考えてい

る」、「待機者は多く、ニーズはあるが、配置職

員数が多く難しい」、「現在は日中サービス支援

型を拡充する予定にはしていない」、などが挙

げられた。 

⑨使い勝手の良い点、悪い点 

日中サービス支援型の使い勝手の良い点で

は、「入所施設から地域で生活の場を移しやす

い人員配置、サービスであるため良いものであ

ると感じる」、「加算等が端的であり、算定しや

すい」、「当日の精神状態や体調不良など判断が

行いやすい」、「人員配置が比較的手厚く配置で

きること」、「高齢・重度の利用者の生活に合わ

せ、支援ができる」などが挙げられた。 

悪い点では、「昼夜を問わずユニットごとに

１名以上配置するため、利用者が不在の場合、

配置がもったいない」、「短期入所の併設が必須

であり、入居者の生活に安定感がない」、「１日

同じ場所で過ごすため、ストレスがたまりやす

い」、「同じスタッフに依存してしまう」などが

挙げられた。 

⑩市町村協議会等への報告状況 

 協議会への報告状況について、行っているの

回答では、「市の総合支援協議会の地域生活支

援部会への状況報告を実施した」、「自立支援協

議会（全体会）にて実施状況を報告」などが挙

げられた。行っていないの回答では、「市によ

る実地指導が行われ、その際に報告先や内容等

の相談をした。市より今後通知するとの説明が

あり、通知後に対応予定」が挙げられた。また、

行っているの回答は、すべて口頭での報告であ

った。 

⑪基準・報酬等に関する意見 

 日中サービス支援型の基準・報酬等に関する

意見では、「職員を常時配置していることを基

本報酬でもう少し評価してもらいたい」、「通院

の同行でも加算が取れると良い」、「夜間支援が

必須ということもあり、夜間支援等体制加算が

算定できないことは理解するが、その場合は、

常勤換算として夜間（22：00～5：00）も含め

て欲しい」、「管理栄養士等の配置を評価できる

報酬がほしい」、「日中支援の算定基準を明確に

してほしい」などが挙げられた。 

 

 

 

 



 

17 

 

表１ ヒアリング調査の結果  

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
共
同
生

活
援
助
に
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て

本
人
の
意
思
決
定
の
実
際

・
今
回
の
移
行
で
は
、
障
害
者
支
援
施
設
の
利
用
者
を
中
心
に
検
討
し
た
。
障
害
者
支
援
施
設
で
こ
の
ま
ま
生
活
す
る
の
か
？
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
生
活
の
場
を
変
え
る
の
か
？
の
2
択
を
中
心
に
検
討
し
た
状
況
で
あ
る
。
最
初
は
、
サ
ビ
管
・
支
援
員
・
看
護
師
・
栄
養
士

な
ど
で
人
選
を
行
な
い
、
特
定
の
利
用
者
に
声
を
か
け
た
。
Ｇ
Ｈ
の
体
験
も
実
際
の
場
と
異
な
る
場
で
の
体
験
は
、
逆
に
混
乱
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
で
、
生
活
体
験
と
称
し
、
宿
泊
の
体
験
を
少
人
数
で
実
施
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
た
。
新
設
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
イ

メ
ー
ジ
を
伝
え
・
疑
似
体
験
を
提
供
す
る
こ
と
で
意
思
決
定
に
努
め
た
。
当
然
、
「
行
き
た
く
な
い
」
と
い
う
要
望
も
あ
っ
た
。

・
利
用
者
に
よ
っ
て
は
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
特
徴
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
住
む
、
こ
の
仲
間
と
暮
ら
す
こ
と
は
同
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
よ
り
、
保
護
者
が
こ
こ
に
で
暮
ら
す
こ
と
を
強
く
望
ま
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

・
体
験
し
て
頂
き
本
人
の
意
向
を
聞
い
て
判
断
は
し
て
い
る
が
、
重
度
の
方
の
場
合
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。

・
本
人
の
意
向
が
取
れ
な
い
場
合
、
ご
家
族
の
方
に
同
意
を
お
願
い
し
た
。
そ
の
時
に
、
メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
を
聞
か
れ
た
。

・
移
行
前
に
本
人
・
保
護
者
に
説
明
し
、
新
た
に
契
約
し
た
。
併
せ
て
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
も
変
更
。
介
護
包
括
型
か
ら
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
に
類
型
が
変
更
と
な
っ
て
も
、
特
に
そ
の
方
の
生
活
に
変
わ
り
が
な
い
方
も
お
り
、
類
型
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ

う
な
説
明
が
で
き
て
い
な
い
。

・
高
齢
・
重
度
で
毎
日
の
日
中
活
動
へ
の
参
加
が
難
し
い
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
希
望
に
合
わ
せ
日
中
活
動
の
事
業
所
に
通
所
す
る
・
し
な
い
を
決
定
し
て
い
る
。

現
在
利
用
し
て
い
る
高
齢
・
重

度
の
利
用
者
の
今
後
（
3
年

後
・
5
年
後
）
の
見
通
し
と
課
題

・
共
同
生
活
援
助
（
介
護
包
括
型
1
0
名
定
員
）
、
短
期
入
所
（
定
員
8
名
）
を
運
営
し
て
い
た
。
入
居
希
望
者
が
多
い
た
め
、
介
護
包
括
型
の
定
員
変
更
の
相
談
を
行
っ
て
い
た
が
認
め
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
制
度
新
設
に
よ
り
、
新

規
事
業
指
定
と
し
て
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
た
た
た
め
入
居
定
員
を
増
や
す
形
で
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
後
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
高
齢
者
は
い
な
い
た
め
、
高
齢
者
へ
の
具
体
的
支
援
、
対
策
の
必
要
性
は
低
い
。
行
動
障
害
を
伴
う

重
度
利
用
者
が
多
い
た
め
、
職
員
の
専
門
研
修
や
O
JT
等
に
よ
り
、
専
門
知
識
習
得
、
支
援
ス
キ
ル
の
向
上
に
取
り
組
み
、
よ
り
専
門
性
の
高
い
支
援
を
行
え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
ま
た
、
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
障
害
者
や
高
齢
者
へ
の
支
援
が
今
後
の
大

き
な
課
題
と
考
え
て
い
る
。

・
利
用
者
に
よ
っ
て
は
高
齢
に
な
ら
な
く
て
も
急
激
に
重
度
化
す
る
方
も
い
て
、
現
在
も
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
後
看
護
師
の
配
置
や
医
療
と
の
連
携
を
確
保
し
た
り
深
め
て
い
く
こ
と
が
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

・
現
在
の
世
話
人
の
配
置
は
4
：
1
で
あ
る
。
5
年
後
の
見
通
し
と
し
て
は
、
3
：
1
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
3
：
1
の
配
置
に
よ
り
、
日
中
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
利
用
者
へ
の
支
援
（
通
院
・
リ
ハ
ビ
リ
・
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
活
動
内
容
等
）
が
展
開

で
き
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
5
年
後
以
降
で
あ
れ
ば
看
取
り
が
実
施
で
き
る
体
制
の
構
築
（
看
護
師
配
置
や
職
員
の
意
識
改
革
な
ど
）
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

・
3
年
後
5
年
後
に
大
き
く
生
活
が
変
わ
る
方
は
少
な
い
。
課
題
と
し
て
家
族
も
高
齢
化
し
、
利
用
者
本
人
の
看
取
り
看
護
が
重
要
。

・
本
人
が
望
む
暮
ら
し
を
続
け
る
こ
と
を
基
本
に
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
医
療
的
な
こ
と
・
介
護
的
な
こ
と
で
対
応
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
職
員
の
介
護
技
術
も
求
め
ら
れ
る
質
ま
で
向
上
で
き
る
か
等
も
今
後
の
課
題
と
考
え
る
。

・
日
中
活
動
は
外
部
の
利
用
が
多
く
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
過
ご
す
利
用
者
が
少
な
い
た
め
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
日
中
活
動
は
個
別
で
の
対
応
な
の
が
現
状
。
今
後
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
日
中
を
過
ご
す
利
用
者
が
増
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
員
の
配
置
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

準
備
が
課
題
と
考
え
る
。

開
設
前
の
運
営
の
見
通
し
と
開

設
後
の
実
際
と
の
相
違
点
（
収

支
状
況
含
む
）

・
基
本
給
付
単
位
の
低
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
見
通
し
よ
り
も
帰
省
者
が
多
く
、
日
割
り
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
今
後
高
齢
化
が
進
み
、
支
援
区
分
が
上
が
っ
た
り
、
帰
省
が
減
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
現
在
は
高
齢
化
前
夜
の
状
態
で
す
。

・
一
番
の
相
違
点
は
、
夜
間
支
援
等
体
制
加
算
が
算
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
、
見
込
み
よ
り
減
収
で
あ
っ
た
。
短
期
入
所
で
は
、
人
員
配
置
な
ど
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、
余
裕
を
持
っ
た
人
員
を
確
保
し
て
い
た
が
、
事
業
所
開
設
の
周
知
も
足
り
ず
、
利
用
率
が

少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
今
年
度
は
、
短
期
入
所
の
利
用
率
も
上
が
り
、
収
支
は
安
定
し
て
い
る
。

・
指
定
取
得
前
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
夜
間
支
援
加
算
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
加
算
の
設
定
が
な
か
っ
た
。

・
入
院
中
の
方
が
２
名
い
る
こ
と
・
３
：
１
の
世
話
人
配
置
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
　
等
で
収
入
は
見
込
み
値
よ
り
も
低
い
。

調
査
項
目

回
答

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
で
の
支

援
開
始
の
経
緯

・
共
同
生
活
援
助
（
介
護
包
括
型
1
0
名
定
員
）
、
短
期
入
所
（
定
員
8
名
）
を
運
営
し
て
い
た
。
入
居
希
望
者
が
多
い
た
め
、
介
護
包
括
型
の
定
員
変
更
の
相
談
を
行
っ
て
い
た
が
認
め
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
制
度
新
設
に
よ
り
、
新

規
事
業
指
定
と
し
て
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
た
た
た
め
入
居
定
員
を
増
や
す
形
で
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
１
０
名
以
上
の
新
規
G
H
が
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
し
か
選
べ
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
法
人
利
用
者
の
高
齢
化
が
進
み
こ
れ
ま
で
の
G
H
で
の
支
援
が
ハ
ー
ド
面
を
含
め
困
難
な
利
用
者
が
い
た
た
め
取
り
組
ん
だ
。

・
障
害
者
支
援
施
設
の
中
長
期
計
画
の
取
り
組
み
と
し
て
、
約
5
年
前
よ
り
計
画
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
計
画
で
は
、
障
害
者
支
援
施
設
の
全
室
個
室
化
・
定
員
減
・
ユ
ニ
ッ
ト
化
と
の
兼
ね
合
い
で
、
1
5
名
の
地
域
移
行
を
検
討
し
て
い
た
。
ま
た
、
短
期
入
所
の
長
期
化
解

消
を
目
的
と
し
て
短
期
入
所
を
併
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
計
画
を
進
め
て
い
る
段
階
で
、
重
度
・
高
齢
化
に
対
す
る
『
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
』
が
制
度
と
し
て
新
設
さ
れ
た
た
め
利
用
し
た
。

・
従
来
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
生
活
し
て
い
た
が
、
重
症
疾
患
に
よ
り
日
中
活
動
事
業
所
に
通
所
で
き
な
い
方
が
多
く
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
移
行
さ
れ
、
日
中
に
本
来
必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
訪
問
に
て
受
け
て
い
る
。

・
高
齢
の
知
的
障
害
が
あ
る
方
が
多
数
入
居
し
て
お
り
、
「
生
活
介
護
に
毎
日
通
所
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
」
・
「
生
活
介
護
の
利
用
時
間
を
半
日
程
度
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
方
」
等
が
増
え
、
日
中
の
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
高
齢
で
介
護
を
要
す
る
方
が
生
活
し
や
す

い
よ
う
機
械
浴
を
設
置
し
た
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
平
成
3
0
年
1
2
月
に
開
設
し
、
平
成
3
1
年
4
月
1
日
　
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
類
型
を
変
更
し
ま
し
た
。

周
辺
地
域
で
の
高
齢
・
重
度
対

応
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
状

況
と
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
へ

の
期
待
・
ニ
ー
ズ

・
近
隣
に
は
当
法
人
の
日
中
活
動
先
が
あ
り
連
携
し
て
い
ま
す
が
、
法
人
外
の
事
業
所
と
の
交
流
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
日
中
活
動
先
の
利
用
者
の
保
護
者
は
「
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
」
の
類
型
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
当
法
人
が
「
高
齢
者
棟
」
と
位
置
付
け

て
い
る
た
め
、
利
用
の
希
望
は
高
く
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
G
H
が
出
来
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

・
同
法
人
内
の
日
中
活
動
事
業
所
な
ど
、
保
護
者
の
高
齢
化
か
ら
「
支
援
員
の
充
足
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
の
入
居
」
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
。
『
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
』
と
い
う
制
度
よ
り
は
、
支
援
員
が
多
い
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
と
い
う
意
識
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。
短
期
入
所
に
お
い
て
は
、
「
親
亡
き
後
」
を
考
え
た
利
用
が
多
い
。

・
精
神
H
P
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
多
く
、
社
会
的
入
院
解
消
の
た
め
の
役
割
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
担
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

・
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
県
内
で
は
当
事
業
所
の
み
。
地
域
に
は
高
齢
・
重
度
の
方
が
多
く
入
居
し
て
い
る
入
所
施
設
が
あ
る
。
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福
祉
人
材
確
保
の
状
況

・
人
材
確
保
に
は
非
常
に
苦
し
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
未
経
験
、
無
資
格
の
中
途
採
用
者
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
専
門
性
が
保
た
れ
な
い
。

・
人
材
確
保
は
と
て
も
困
難
で
、
採
用
し
て
も
定
着
し
な
い
ケ
ー
ス
も
目
立
ち
ま
す
。
G
H
職
員
だ
け
で
な
く
、
日
中
事
業
所
の
職
員
確
保
も
苦
戦
し
て
い
る
状
況
で
す
。

・
人
材
確
保
に
お
い
て
は
、
法
人
と
し
て
『
人
財
企
画
室
』
と
い
う
部
門
を
設
け
、
毎
年
新
規
採
用
者
（
新
卒
）
が
1
0
～
2
0
名
は
確
保
で
き
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
同
時
に
今
後
を
見
据
え
2
0
1
9
年
度
よ
り
『
国
際
事
業
部
』
を
設
け
、
外
国
人
を
安
定
し
て
確
保
で
き
る
よ

う
海
外
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

・
シ
ニ
ア
世
代
の
ス
タ
ッ
フ
が
多
く
な
り
、
通
勤
等
が
危
険
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
夜
間
専
従
は
ア
ル
バ
イ
ト
が
多
く
任
せ
き
れ
な
い
。
紹
介
会
社
な
ど
で
確
保
。

・
人
材
確
保
が
難
し
く
、
求
人
を
出
し
て
い
る
が
な
か
な
か
応
募
が
な
い
状
況
。

医
療
連
携
の
現
状
と
課
題

・
法
人
内
に
医
療
を
行
え
る
事
業
が
な
い
た
め
、
外
部
と
の
連
携
が
必
要
と
な
る
が
思
う
よ
う
な
関
係
性
を
築
け
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
利
用
者
へ
の
支
援
の
不
安
が
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

・
各
利
用
者
の
行
き
つ
け
の
医
療
機
関
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
状
況
で
、
事
業
所
と
の
連
携
を
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

・
医
療
連
携
加
算
ⅴ
を
算
定
し
て
い
る
。
看
護
師
は
障
害
者
支
援
施
設
の
看
護
師
で
あ
る
が
、
情
報
の
確
認
が
主
で
あ
り
、
支
援
員
・
世
話
人
が
外
部
の
医
療
機
関
に
通
院
引
率
を
行
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
看
護
師
の
配
置
を
評
価
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、
一

般
の
社
会
福
祉
法
人
で
は
看
護
師
の
確
保
は
困
難
で
あ
る
。
訪
問
看
護
等
の
利
用
が
現
実
的
で
あ
る
が
、
訪
問
看
護
の
ニ
ー
ズ
も
高
く
、
実
質
足
り
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
課
題
は
多
い
。

・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
連
携
し
て
い
る
が
、
主
治
医
と
の
緊
急
連
絡
な
ど
が
難
し
い
。

・
週
3
回
透
析
の
た
め
通
院
し
て
い
る
方
が
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
病
院
か
ら
の
送
迎
が
あ
り
、
通
院
時
の
身
体
介
助
も
行
っ
て
く
れ
て
い
た
が
、
そ
の
病
院
が
急
遽
閉
院
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
2
月
1
4
日
に
休
止
の
連
絡
あ
り
。
2
月
2
1
日
よ
り
転
院
）
。
引
き
継
い
だ
病
院
で
は
送

迎
・
通
院
時
の
介
助
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
あ
り
、
現
在
職
員
が
送
迎
及
び
通
院
時
の
介
助
を
行
っ
て
い
る
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
申
請
し
た
が
、
金
銭
的
な
問
題
で
利
用
す
る
か
ど
う
か
を
現
在
検
討
中
。

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
基

準
・
報
酬
等
に
関
す
る
意
見

・
報
酬
が
高
い
こ
と
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
職
員
を
常
時
配
置
し
て
い
る
こ
と
を
基
本
報
酬
に
も
う
少
し
評
価
し
て
も
ら
う
と
よ
い
で
す
。
ま
た
、
通
院
の
同
行
な
ど
も
加
算
が
と
れ
る
と
良
い
で
す
。

・
賃
借
料
を
支
払
っ
て
運
営
を
行
う
と
支
出
が
多
く
、
経
営
が
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
安
定
し
た
経
営
の
た
め
に
も
報
酬
が
上
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

・
夜
間
支
援
が
必
須
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
夜
間
支
援
等
体
制
加
算
が
算
定
で
き
な
い
こ
と
は
理
解
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
常
勤
換
算
と
し
て
夜
間
（
2
2
：
0
0
～
5
：
0
0
）
も
含
め
て
欲
し
い
。
高
齢
化
に
伴
い
誤
嚥
な
ど
の
リ
ス
ク
か
ら
食
事
へ
の
配
慮
も
高
ま
っ
て
く
る
。
管

理
栄
養
士
等
の
配
置
を
評
価
で
き
る
報
酬
な
ど
あ
れ
ば
、
食
事
へ
の
配
慮
も
行
い
や
す
く
な
る
と
感
じ
る
。

・
算
定
可
能
な
加
算
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

・
日
中
に
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
い
る
」
か
「
い
な
い
」
か
が
、
請
求
す
る
際
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
通
院
や
外
出
の
支
援
を
生
活
支
援
員
が
行
っ
た
場
合
、
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
い
な
か
っ
た
」
こ
と
に
な
る
。
日
中
支
援
の
算
定
基
準
を
明
確
に
し
て
頂
け
れ
ば
と
感
じ
る
。

今
後
の
運
営
の
見
通
し
（
拡
充

し
て
い
け
る
か
等
）

・
重
度
支
援
の
充
実
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
後
は
高
齢
化
を
見
据
え
て
支
援
が
で
き
る
よ
う
に
地
域
、
医
療
等
と
の
連
携
構
築
や
職
員
の
知
識
、
ス
キ
ル
の
向
上
を
図
り
支
援
で
き
る
体
制
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

・
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
と
し
て
は
、
現
状
の
ま
ま
運
営
で
き
る
こ
と
は
こ
の
一
年
で
予
測
で
き
た
。
あ
と
数
年
間
は
維
持
し
た
状
態
で
運
営
し
て
い
き
た
い
。
ハ
ー
ド
面
と
し
て
も
地
域
生
活
支
援
拠
点
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
建
築
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
能
も
視
野
に
入
れ
て
運
営

出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
為
、
緊
急
時
の
受
け
入
れ
や
相
談
支
援
な
ど
の
報
酬
の
向
上
と
抱
き
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
日
中
を
共
同
生
活
住
居
内
で
過
ご
す
人
が
多
く
な
っ
た
場
合
、
現
在
の
朝
・
夕
に
比
重
を
か
け
て
い
る
勤
務
体
系
か
ら
、
一
日
を

通
じ
て
常
駐
で
き
る
支
援
者
を
配
置
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
待
機
者
は
多
く
、
ニ
ー
ズ
は
あ
る
が
、
配
置
職
員
数
が
多
く
難
し
い
。

・
介
護
包
括
型
の
G
H
（
3
ホ
ー
ム
＋
サ
テ
ラ
イ
ト
型
　
1
6
名
）
も
併
せ
て
運
営
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
の
対
象
と
な
っ
て
く
る
方
も
い
る
。
し
か
し
現
在
は
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
G
H
を
拡
充
す
る
予
定
に
は
し
て
い
な
い
。

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
共
同
生

活
援
助
の
使
い
勝
手
の
良
い

点
、
悪
い
点

・
昼
夜
を
問
わ
ず
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
１
名
以
上
配
置
す
る
た
め
、
利
用
者
が
不
在
の
場
合
、
配
置
が
も
っ
た
い
な
く
感
じ
る
時
が
あ
り
ま
す
。

・
地
域
移
行
と
い
う
意
味
で
は
、
入
所
施
設
か
ら
地
域
で
生
活
の
場
を
移
し
や
す
い
人
員
配
置
、
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
た
め
良
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
。

・
良
い
点
は
、
加
算
等
が
端
的
で
あ
り
、
算
定
し
や
す
い
。
特
に
当
日
の
精
神
状
態
や
体
調
不
良
な
ど
の
請
求
に
繋
が
る
判
断
が
行
い
や
す
い
。
人
員
配
置
が
比
較
的
手
厚
く
配
置
で
き
る
こ
と
。
悪
い
点
は
、
短
期
入
所
の
併
設
が
必
須
で
あ
り
、
入
居
者
の
生
活
に
安
定

感
が
な
い
。
支
援
員
が
充
足
さ
れ
る
が
、
利
用
者
が
日
中
活
動
に
全
員
参
加
し
た
時
の
空
き
時
間
の
使
い
方
が
統
一
出
来
て
い
な
い
こ
と
。

・
悪
性
疾
患
等
の
重
傷
者
の
対
応
に
関
し
て
夜
間
に
4
人
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
安
心
で
ス
ム
ー
ス
に
対
応
で
き
る
。
1
日
同
じ
場
所
で
過
ご
す
た
め
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
や
す
い
。
同
じ
ス
タ
ッ
フ
に
依
存
し
て
し
ま
う
。

・
使
い
勝
手
の
良
い
点
は
、
高
齢
・
重
度
の
利
用
者
の
生
活
に
合
わ
せ
、
支
援
が
で
き
る
こ
と
。
使
い
勝
手
の
悪
い
点
は
、
「
住
居
毎
に
常
時
1
名
以
上
の
職
員
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
お
り
、
配
置
で
き
る
職
員
は
「
世
話
人
・
生
活
支
援
員
」
と
な
っ
て
い

る
。
職
員
が
足
り
な
い
状
況
で
も
、
管
理
者
・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
を
当
日
の
勤
務
者
の
1
名
と
し
て
配
置
で
き
な
い
。

市
町
村
協
議
会
等
へ
の
報
告

状
況

・
市
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
に
よ
る
実
地
指
導
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
報
告
先
や
内
容
等
の
相
談
し
て
い
る
が
、
市
よ
り
取
り
決
め
後
に
通
知
さ
れ
る
と
の
説
明
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
現
状
の
ま
ま
で
良
い
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
昨
年
度
に
協
議
会
等
へ
の
報
告

は
行
っ
て
い
な
い
。

・
2
0
1
8
年
6
月
に
開
設
し
、
2
0
1
9
年
9
月
に
市
の
総
合
支
援
協
議
会
の
地
域
生
活
支
援
部
会
へ
の
状
況
報
告
を
実
施
し
た
。

・
年
に
1
回
、
年
度
末
に
口
頭
で
報
告
。

・
今
年
度
、
９
月
の
自
立
支
援
協
議
会
（
全
大
会
）
に
て
実
施
状
況
を
報
告
。
3
月
に
も
報
告
を
行
う
予
定
。
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Ｄ．考察 

１．運営状況 

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定

の概要に記載された、各サービスの報酬・基準

に係る見直しの内容における共同生活援助の

項目を基に、調査結果より運営状況を考察した。 

世話人の配置では、「従来の共同生活援助よ

りも手厚い世話人の配置とするため、最低基準

の５：１をベースに、４：１および３：１の基

本報酬を設定する」とあるが、調査では、過半

数である 29 事業所（55.8％）で「世話人の配

置が３：１以上」と回答していた。ヒアリング

調査の中でも、今後、日中活動に参加すること

が難しくなっている利用者への支援が展開す

ると３：１が必要との見通しが示されており、

高齢・重度の利用者の比率が増えてくると、５：

１では十分な支援が難しい実態があると考え

られる。 

 職員配置では、看護職員を常勤換算で 1名以

上配置した場合の加算として、「看護職員配置

加算」が創設されたが、調査でこの加算を算定

していたのは 11事業所（6.1％）であった。ヒ

アリング調査のなかでも看護職員の確保の難

しさが示されており、医療との連携を含め、今

後の大きな課題となることが考えられる。 

 利用者数では、住まいの場であるグループホ

ームの特性を維持しつつ「日中サービス支援型

は１つの建物への入居を合計 20 人まで認める」

とあるが、調査では、過半数の 30 事業所（57.7％）

において利用者が 10 人以下という結果であった。

整備を整え利用者を増やしスケールメリットを

生かすまでに時間を要すると考えられる。 

 

２．利用者像 

日中サービス支援型の利用者像を、高齢・重

度の視点で考察した。利用者全体では 60 歳以

上が 165人（28.5％）に対して、障害支援区分

５および６の利用者が 269人（46.5％）と多い

ことが分かった。また、それぞれの利用者が

50％以上を占める事業所数でも、60 歳以上が

14事業所（26.9％）に対し、障害支援区分５お

よび６が 28 事業所（53.8％）と多いことが分

かった。先行研究である平成 29（2017）年のグ

ループホーム全体の調査結果と比較しても、今

回の調査では、高齢者よりも障害支援区分５お

よび６の重度の利用者が利用していると考え

られる。 

 日中の過ごし方の視点でみると、グループホ

ームで日中を過ごした場合の単位数の算定日

では20日以上と答えた利用者が121人（20.9％）

であるのに対し、グループホーム以外で日中を

過ごした場合の単位数の算定日では 20 日以上

と答えた利用者が 378人（65.3％）であること

が分かった。また、日中で利用しているサービ

スとして、生活介護が 356人（60.1％）ともっ

とも多いことが分かった。これらの結果より、

まだ高齢ではない重度の利用者が日中サービ

ス支援型を利用し、そのうち多数の利用者は日

中を外部のサービスで過ごし、一部の利用者が

グループホーム内で日中を過ごしているのが

現状での実態と考えられる。そのため、グルー

プホームで行う日中活動についても、プログラ

ム化が進んでいないことが推察された。 

 

３．今後の課題 

本研究より、調査時点での日中サービス支援

型は、従来の介護サービス包括型の延長線上に

位置し、重度の障害がある在宅者および旧類型

のグループホーム利用者が、これから高齢化を

迎える準備として、利用しているケースが多い

ことが明らかとなった。 

この現状を踏まえ今後の課題として２点挙

げる。１つ目は、高齢・重度化を見据え、地域

での医療的な支援ネットワークの構築である。

通院だけでなく、グループホーム内での医療的

ケアが求められることが考えられる。２つ目は、

グループホーム内での日中活動のプログラム

化である。外部の日中サービス等に行けない利

用者が増えてきた場合を想定し、グループホー

ム内での支援内容のプログラム化が必要にな

ると考えられる。また、上記の２つの課題を解

決するためには、高齢・重度化に対応する職員

の確保とスキルアップも重要であると考えら

れる。 

これらの課題について、地域での状況を考慮

しながら整備し、この制度を必要とする多くの
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高齢・重度障害者を受け入れることが求められ

よう。 
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